
○
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
一
号

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放

射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
）
及
び
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射

線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
原
子
力
利
用
に
お

け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
原
子
力
規
制
委
員
会
関
係
告
示
の
整
備
等
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
六
月
十
日

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

更
田

豊
志

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
原
子
力
規
制
委
員
会
関
係
告
示
の
整
備
等
に
関
す
る
告
示

（
改
正
の
対
象
と
な
る
告
示
の
一
部
改
正
）

第
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
告
示
の
一
部
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
表
に
よ
り
改
正
す
る
。



一

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
（

昭
和
五
十
六
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
号
）

別
表
第
一

二

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告

示
（
平
成
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
七
号
）

別
表
第
二

三

使
用
の
場
所
の
一
時
的
変
更
の
届
出
に
係
る
使
用
の
目
的
を
指
定
す
る
告
示
（
平
成
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
九
号
）

別
表
第
三

四

教
育
及
び
訓
練
の
時
間
数
を
定
め
る
告
示
（
平
成
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
号
）

別
表
第
四

五

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号
）

別
表
第
五

六

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
五
号
の
医
療
機
器
を
指
定
す
る
告

示
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
告
示
第
七
十
六
号
）

別
表
第
六

七

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
条
第
二
項
の
工
場
又
は
事
業
所
を
定

め
る
告
示
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
告
示
第
七
十
七
号
）

別
表
第
七

八

変
更
の
許
可
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
告
示
第
八
十
一
号
）

別
表
第
八



九

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
放
射
性
同
位
元

素
装
備
機
器
を
指
定
す
る
告
示
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
告
示
第
九
十
三
号
）

別
表
第
九

十

設
計
認
証
等
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
告
示
第
九
十
四
号
）

別
表
第
十

十
一

講
習
の
時
間
数
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
告
示
第
九
十
五
号
）

別
表
第
十
一

十
二

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
四
号
の
薬
物
を
指
定
す
る
告
示

（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
四
十
号
）

別
表
第
十
二

十
三

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
等
に
係
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
を
す
る

場
合
に
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
準
（
平
成
二
十
四
年
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
一
号
）

別
表
第

十
三

十
四

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
十
四
号
の
規
定

に
基
づ
き
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
線
発
生
装
置
を
定
め
る
告
示
（
平
成
三
十
年
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
二
号
）

別
表
第
十
四



第
二
条

前
条
各
号
に
定
め
る
表
中
の
傍
線
及
び
二
重
傍
線
の
意
義
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部

分
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
。

二

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
条
名
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
新
た
に
追
加
す
る
こ
と
。

第
三
条

平
成
十
一
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
一
号
（
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
規
定
に
基
づ
き
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
の
方
式
等
を
定
め
る
件
）
を
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
本
文
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。
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別
表
第
一

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第

一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
用
語
）

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ

制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用

る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う

す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。
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別
表
第
二

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

（
第
二
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
用
語
）

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ

制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用

る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う

す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
放
射
性
同
位
元
素
を
運
搬
す
る
場
合
に
お
け
る
規
定
の
適
用
）

第
二
十
六
条

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年

［
条
を
加
え
る
。
］

法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
八
条
の

規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
一
条
及
び
前
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
十
一
条
第
五
号

放
射
線
障
害
の
防
止

放
射
線
障
害
の
防
止
及

び
特
定
放
射
性
同
位
元

素
の
防
護

前
条
第
一
項

規
則
第
十
八
条
の
十
七

規
則
第
二
十
四
条
の
二

第
四
項

の
七
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
規

則
第
十
八
条
の
十
七
第

四
項

同
条
第
二
項
第
二
号

規
則
第
二
十
四
条
の
二

の
七
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
規

則
第
十
八
条
の
十
七
第

二
項
第
二
号

前
条
第
二
項
各
号
列
記

規
則
第
十
八
条
の
十
七

規
則
第
二
十
四
条
の
二
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以
外
の
部
分

第
四
項

の
七
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
規

則
第
十
八
条
の
十
七
第

四
項

様
式
第
一

（第
2
5
条
関
係

）

様
式
第
一

（第
2
5
条
関
係

）

整
理
番
号

（注
１

）

整
理
番
号

（注
１

）

放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書

放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書

［略

］

［同
上

］

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る

技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
第
2
5
条
第
１
項

（同
告
示
第

技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
第
2
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

2
6
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む

。

）の
規
定
に
よ
り
放

り
放
射
性
輸
送
物
の
設
計
承
認
を
申
請
し
ま
す

。

射
性
輸
送
物
の
設
計
承
認
を
申
請
し
ま
す

。

［略

］

［同
上

］

注
１

７

［略

］

注
１

７

［同
上

］

～
～

備
考
１

規
則
第
1
8
条
の
1
7
第
２
項
第
２
号

（規
則
第
2
4
条
の
２
の
７
に
お
い
備
考
１

規
則
第
1
8
条
の
1
7
第
２
項
第
２
号
の
書
類
は
次
の
イ
か
ら
ホ
に
掲
げ

て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む

。

）の
書
類
は

次
の
イ
か
ら

る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と

。

、

ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と

。

イ
ホ

［略

］

イ
ホ

［同
上

］

～
～

２
４

［略

］

２
４

［同
上

］

～
～

様
式
第
二

（第
2
5
条
関
係

）

様
式
第
二

（第
2
5
条
関
係

）

整
理
番
号

（注

）

整
理
番
号

（注
１

）

放
射
性
輸
送
物
設
計
変
更
承
認
申
請
書

放
射
性
輸
送
物
設
計
変
更
承
認
申
請
書

［略

］

［同
上

］

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る

技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
第
2
5
条
第
１
項

（同
告
示
第

技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
第
2
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

2
6
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む

。

）の
規
定
に
よ
り
放

り
放
射
性
輸
送
物
の
設
計
変
更
承
認
を
申
請
し
ま
す

。

射
性
輸
送
物
の
設
計
変
更
承
認
を
申
請
し
ま
す

。

［略

］

［同
上

］

注

［略

］

注
１

［同
上

］
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備
考
１

規
則
第
1
8
条
の
1
7
第
２
項
第
２
号

（規
則
第
2
4
条
の
２
の
７
に
お
い
備
考
１

規
則
第
1
8
条
の
1
7
第
２
項
第
２
号
の
書
類
は
次
の
イ
か
ら
ホ
に
掲
げ

て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む

。

）の
書
類
は

次
の
イ
か
ら

る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と

。

、

ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と

。

イ
ホ

［略

］

イ
ホ

［同
上

］

～
～

２
規
則
第
1
8
条
の
1
7
第
２
項
第
２
号

（規
則
第
2
4
条
の
２
の
７
に
お
い

２
規
則
第
1
8
条
の
1
7
第
２
項
第
２
号
の
書
類
は

変
更
に
係
る
部
分
に

、

て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む

。

）の
書
類
は

変
更
に
係
る

つ
い
て
記
載
す
る
こ
と

。

、

部
分
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と

。

３
５

［略
］

３
５

［同
上

］

～
～

様
式
第
三

（第
2
5
条
関
係

）
様
式
第
三

（第
2
5
条
関
係

）

整
理
番
号

（注

）

整
理
番
号

（注
１

）

放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
書
有
効
期
間
更
新
申
請
書

放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
書
有
効
期
間
更
新
申
請
書

［略

］

［同
上

］

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る

技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
第
2
5
条
第
４
項

（同
告
示
第

技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
第
2
5
条
第
４
項
の
規
定
に
よ

2
6
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む

。

）の
規
定
に
よ
り
放

り
放
射
性
輸
送
物
の
設
計
承
認
書
有
効
期
間
更
新
を
申
請
し
ま
す

。
射
性
輸
送
物
の
設
計
承
認
書
有
効
期
間
更
新
を
申
請
し
ま
す

。

［略

］

［同
上

］

注

［略

］

注
１

［同
上

］

備
考
１

３

［略

］

備
考
１

３

［同
上

］

～
～

様
式
第
四

（第
2
5
条
関
係

）

様
式
第
四

（第
2
5
条
関
係

）

整
理
番
号

（注

）

整
理
番
号

（注
１

）

放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
書
記
載
事
項
変
更
届

放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
書
記
載
事
項
変
更
届

［略

］

［同
上

］

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る

技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
第
2
5
条
第
６
項

（同
告
示
第

技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
第
2
5
条
第
６
項
の
規
定
に
よ

2
6
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む

。

）の
規
定
に
よ
り
放

り
放
射
性
輸
送
物
の
設
計
承
認
書
記
載
事
項
変
更
を
届
け
出
ま
す

。

射
性
輸
送
物
の
設
計
承
認
書
記
載
事
項
変
更
を
届
け
出
ま
す

。

［略

］

［同
上

］

注

［略

］

注
１

［同
上

］
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備
考
１

３

［略

］

備
考
１

３

［同
上

］

～
～

様
式
第
五

（第
2
5
条
関
係

）

様
式
第
五

（第
2
5
条
関
係

）

整
理
番
号

（注

）

整
理
番
号

（注
１

）

放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
書
廃
止
届

放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
書
廃
止
届

［略

］

［同
上

］

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る

放
射
性
同
位
元
素
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る

技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
第
2
5
条
第
７
項

（同
告
示
第

技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
第
2
5
条
第
７
項
の
規
定
に
よ

2
6
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む

。

）の
規
定
に
よ
り
放

り
放
射
性
輸
送
物
の
設
計
承
認
書
廃
止
を
届
け
出
ま
す

。

射
性
輸
送
物
の
設
計
承
認
書
廃
止
を
届
け
出
ま
す

。

［略

］

［同
上

］

注

［略

］

注
１

［同
上

］

備
考
１

３

［略

］

備
考
１

３

［同
上

］

～
～

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
三

使
用
の
場
所
の
一
時
的
変
更
の
届
出
に
係
る
使
用
の
目
的
を
指
定
す
る
告
示
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
九
条
第
一
項
第
五
号

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
の
目
的
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
す
る
。

九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
の
目
的
と
し
て
次
の
も
の
を
指

定
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
四

教
育
及
び
訓
練
の
時
間
数
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
教
育
及
び
訓
練
の
時
間
数
を
定
め
る
告

教
育
及
び
訓
練
の
時
間
数
を
定
め
る
告
示

示

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
一
条
の
二
第

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
初
め
て
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
前
又
は
同
項
第
三

第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
初
め
て
管
理
区
域
に
立
ち
入

号
の
規
定
に
よ
り
取
扱
等
業
務
を
開
始
す
る
前
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
放

る
前
又
は
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
取
扱
等
業
務
を
開
始
す
る
前
に
行
わ
な

射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
教
育
及
び
訓
練
の
時
間
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

け
れ
ば
な
ら
な
い
教
育
及
び
訓
練
の
時
間
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
項
目
に

る
項
目
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
数
以
上
と
す
る
。

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
数
以
上
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



- 8 -

別
表
第
五

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
及
び
濃
度
）

（
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
及
び
濃
度
）

第
一
条

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」

第
一
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
（

行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
放
射
線
を
放
出
す
る

以
下
「
下
限
数
量
」
と
い
う
。
）
及
び
濃
度
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分

同
位
元
素
の
数
量
（
以
下
「
下
限
数
量
」
と
い
う
。
）
及
び
濃
度
は
、
次
の

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
量
及
び
濃
度
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
量
及
び
濃
度
と
す
る

。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

（
管
理
区
域
に
係
る
線
量
等
）

（
管
理
区
域
に
係
る
線
量
等
）

第
四
条

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規

第
四
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
に
係
る
外
部
放
射

行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
管
理
区

線
に
係
る
線
量
、
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
（
放
射
線
発
生
装
置
か
ら
発

域
に
係
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
、
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
（
放
射

生
し
た
放
射
線
に
よ
り
生
じ
た
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
を
含
む
。
以

線
発
生
装
置
か
ら
発
生
し
た
放
射
線
に
よ
り
生
じ
た
放
射
線
を
放
出
す
る
同

下
こ
の
条
、
次
条
第
四
号
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第

位
元
素
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
四
号
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
十

三
項
、
第
十
六
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
七

四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
六
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二

条
、
別
表
第
二
か
ら
別
表
第
四
ま
で
並
び
に
別
表
第
七
第
二
欄
に
お
い
て
同

十
五
条
、
第
二
十
七
条
、
別
表
第
二
か
ら
別
表
第
四
ま
で
並
び
に
別
表
第
七

じ
。
）
の
濃
度
及
び
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
物
の
表
面
の

第
二
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
濃
度
及
び
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染

放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

さ
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

（
遮
蔽
物
に
係
る
線
量
限
度
）

（
遮
蔽
物
に
係
る
線
量
限
度
）

第
十
条

［
略
］

第
十
条

［
同
上
］

２

規
則
第
十
四
条
の
七
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
同
号
ロ
に
掲
げ
る
線
量

２

［
同
上
］

に
係
る
線
量
限
度
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

病
院
若
し
く
は
診
療
所
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三

二

病
院
又
は
診
療
所
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

号
）

第
八
条
第
二
十
八
項
の
介
護
老
人
保
健
施
設
を
除
く
。
）
の
病
室

第
八
条
第
二
十
七
項
の
介
護
老
人
保
健
施
設
を
除
く
。
）
の
病
室
に
お
け
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又
は
同
条
第
二
十
九
項
の
介
護
医
療
院
の
療
養
室
に
お
け
る
場
合
に
あ
つ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
実
効
線
量
が
三
月
間
に
つ
き
一
・
三
ミ
リ
シ
ー
ベ

て
は
、
実
効
線
量
が
三
月
間
に
つ
き
一
・
三
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

ル
ト

（
線
量
並
び
に
空
気
中
及
び
水
中
の
濃
度
の
複
合
）

（
線
量
並
び
に
空
気
中
及
び
水
中
の
濃
度
の
複
合
）

第
二
十
五
条

［
略
］

第
二
十
五
条

［
同
上
］

２

第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
外
部
放
射

２

第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
外
部
放
射

線
に
被
ば
く
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
を
吸

線
に
被
ば
く
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
を
吸

入
摂
取
し
、
若
し
く
は
水
中
の
放
射
性
同
位
元
素
を
経
口
摂
取
す
る
お
そ
れ

入
摂
取
若
し
く
は
水
中
の
放
射
性
同
位
元
素
を
経
口
摂
取
す
る
お
そ
れ
が
あ

が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
線
量
限
度
又
は
濃
度
限
度
に
対
す
る
割
合
の

る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
線
量
限
度
又
は
濃
度
限
度
に
対
す
る
割
合
の
和
が

和
が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
の
線
量
又
は
空
気
中
若
し
く
は
水
中
の
濃
度
を
も

一
と
な
る
よ
う
な
そ
の
線
量
又
は
空
気
中
若
し
く
は
水
中
の
濃
度
を
も
つ
て

つ
て
、
そ
の
線
量
限
度
又
は
濃
度
限
度
と
す
る
。

、
そ
の
線
量
限
度
又
は
濃
度
限
度
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
六

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
五
号
の
医
療
機
器
を
指
定
す
る
告
示
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
五
号
の

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行

医
療
機
器
を
指
定
す
る
告
示

令
第
一
条
第
五
号
の
医
療
機
器
を
指
定
す
る
告
示

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
五
号
の
原
子

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

力
規
制
委
員
会
が
厚
生
労
働
大
臣
又
は
農
林
水
産
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る

一
条
第
五
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
厚
生
労
働
大
臣
又
は
農
林
水
産
大
臣
と

医
療
機
器
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

協
議
し
て
指
定
す
る
医
療
機
器
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
略
］

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
七

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
条
第
二
項
の
工
場
又
は
事
業
所
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
に
関

す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
条
第
二
項

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行

の
工
場
又
は
事
業
所
を
定
め
る
告
示

規
則
第
十
条
第
二
項
の
工
場
又
は
事
業
所
を
定
め
る
告
示

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
条
第
二
項
の
原

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
工
場
又
は
事
業
所
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
工
場
又
は
事
業
所
は
次
の
と

お
り
と
す
る
。

［
略
］

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
八

変
更
の
許
可
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

第
一
条

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規

第
一
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
二
第
五
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
変

行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
二
第
五
号
の
原
子
力
規
制

更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

委
員
会
の
定
め
る
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
九

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
を
指
定
す
る
告

示
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
二
条
第
一
項

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行

第
三
号
の
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
を
指
定
す
る
告
示

令
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
を
指
定
す

る
告
示

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
二
条
第
一
項
第
三

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
指
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
は
、
次
の

十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
指
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素

と
お
り
と
す
る
。

装
備
機
器
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
十

設
計
認
証
等
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
外
部
被
ば
く
に
係
る
線
量
限
度
）

（
外
部
被
ば
く
に
係
る
線
量
限
度
）

第
一
条

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規

第
一
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
の
原
子
力
規
制
委
員
会

行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
の

が
定
め
る
線
量
限
度
は
、
実
効
線
量
が
一
年
間
に
つ
き
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
線
量
限
度
は
、
実
効
線
量
が
一
年
間
に
つ
き

と
す
る
。

一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。
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別
表
第
十
一

講
習
の
時
間
数
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

放
射
線
取
扱
主
任
者
に
係
る
講
習
の
時
間
数
等
を
定
め
る
告
示

講
習
の
時
間
数
等
を
定
め
る
告
示

（
用
語
）

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ

制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
。

（
資
格
講
習
の
時
間
数
）

（
資
格
講
習
の
時
間
数
）

第
二
条

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律

第
二
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（

第
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
五
条
第
二
項
の
第
一
種

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
五

放
射
線
取
扱
主
任
者
講
習
（
次
条
に
お
い
て
「
第
一
種
放
射
線
取
扱
主
任
者

条
第
二
項
の
第
一
種
放
射
線
取
扱
主
任
者
講
習
（
次
条
に
お
い
て
「
第
一
種

講
習
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
格
講
習
の
課
目
に
応

放
射
線
取
扱
主
任
者
講
習
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
資

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
時
間
数
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

格
講
習
の
課
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
時
間
数
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

［
略
］

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
放
射
線
取
扱
主
任
者
定
期
講
習
の
時
間
数
）

（
定
期
講
習
の
時
間
数
）

第
四
条

密
封
さ
れ
て
い
な
い
放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
を
す
る
許
可
使
用
者

第
四
条

密
封
さ
れ
て
い
な
い
放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
を
す
る
許
可
使
用
者

、
放
射
線
発
生
装
置
の
使
用
を
す
る
許
可
使
用
者
又
は
許
可
廃
棄
業
者
が
選

、
放
射
線
発
生
装
置
の
使
用
を
す
る
許
可
使
用
者
又
は
許
可
廃
棄
業
者
が
選

任
し
た
放
射
線
取
扱
主
任
者
が
受
講
す
る
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
放

任
し
た
放
射
線
取
扱
主
任
者
が
受
講
す
る
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
定

射
線
取
扱
主
任
者
定
期
講
習
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
放
射
線
取
扱
主
任

期
講
習
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
定
期
講
習
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表

者
定
期
講
習
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
線
取
扱
主

の
上
欄
に
掲
げ
る
定
期
講
習
の
課
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定

任
者
定
期
講
習
の
課
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
時
間
数

め
る
時
間
数
に
よ
り
行
い
、
総
時
間
数
は
四
時
間
以
上
と
す
る
。

に
よ
り
行
い
、
総
時
間
数
は
四
時
間
以
上
と
す
る
。

放
射
線
取
扱
主
任
者
定
期
講
習
の
課
目

時
間
数

定
期
講
習
の
課
目

時
間
数

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

２

放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
を
す
る
許
可
届
出
使
用
者
が
選
任
し
た
放
射
線

２

放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
を
す
る
許
可
届
出
使
用
者
が
選
任
し
た
放
射
線
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取
扱
主
任
者
（
第
一
項
に
規
定
す
る
放
射
線
取
扱
主
任
者
を
除
く
。
）
が
受

取
扱
主
任
者
（
第
一
項
に
規
定
す
る
放
射
線
取
扱
主
任
者
を
除
く
。
）
が
受

講
す
る
放
射
線
取
扱
主
任
者
定
期
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射

講
す
る
定
期
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
定
期
講
習
の
課
目
に
応
じ

線
取
扱
主
任
者
定
期
講
習
の
課
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
時
間
数
に
よ
り
行
い
、
総
時
間
数
は
三

る
時
間
数
に
よ
り
行
い
、
総
時
間
数
は
三
時
間
以
上
と
す
る
。

時
間
以
上
と
す
る
。

放
射
線
取
扱
主
任
者
定
期
講
習
の
課
目

時
間
数

定
期
講
習
の
課
目

時
間
数

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

３

届
出
販
売
業
者
又
は
届
出
賃
貸
業
者
が
選
任
し
た
放
射
線
取
扱
主
任
者
が

３

届
出
販
売
業
者
又
は
届
出
賃
貸
業
者
が
選
任
し
た
放
射
線
取
扱
主
任
者
が

受
講
す
る
放
射
線
取
扱
主
任
者
定
期
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放

受
講
す
る
定
期
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
定
期
講
習
の
課
目
に
応

射
線
取
扱
主
任
者
定
期
講
習
の
課
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
時
間
数
に
よ
り
行
い
、
総
時
間
数
は

め
る
時
間
数
に
よ
り
行
い
、
総
時
間
数
は
二
時
間
以
上
と
す
る
。

二
時
間
以
上
と
す
る
。

放
射
線
取
扱
主
任
者
定
期
講
習
の
課
目

時
間
数

定
期
講
習
の
課
目

時
間
数

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
十
二

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
四
号
の
薬
物
を
指
定
す
る
告
示
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（

第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
四
号
の

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行

薬
物
を
指
定
す
る
告
示

令
第
一
条
第
四
号
の
薬
物
を
指
定
す
る
告
示

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
四
号
の
原
子

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

力
規
制
委
員
会
が
厚
生
労
働
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
薬
物
は
、
次
の
と
お

一
条
第
四
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
厚
生
労
働
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る

り
と
す
る
。

薬
物
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
略
］

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
十
三

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
等
に
係
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
確
保
す
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
準
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

１
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置

運
転
等
に
関
す
る
規
則
第
１

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置

運
転
等
に
関
す
る
規
則
第

、
、

６
条
の
２
第
１
項

核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
第
２
条
の
1
1
の

６
条
の
２
第
１
項

核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
第
２
条
の
1
1
の

、
、

２
第
１
項

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（昭
和

２
第
１
項

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法

、
、

三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号

）第
2
0
条
の
２
第
１
項

第
2
2
条
の
２
第

律
施
行
規
則

（昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号

）第
2
0
条
の
２
第
１

、

１
項

第
2
4
条
の
２
第
１
項
及
び
第
2
4
条
の
２
の
1
2
第
４
項

国
際
規
制
物

項
国
際
規
制
物
資
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則

（昭
和
三
十
六
年
総
理
府
令

、
、

、

資
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則

（昭
和
三
十
六
年
総
理
府
令
第
五
十
号

）第
４

第
五
十
号

）第
４
条
の
２
第
１
項
及
び
核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則

条
の
２
第
１
項
並
び
に
核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
第
３
条
の
２
第

第
３
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き

電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
を
す
る

、

１
項
の
規
定
に
基
づ
き

電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は

別
場
合
に
は

別
表
に
掲
げ
る
基
準
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

、
、

、

表
に
掲
げ
る
基
準
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

い

。

２

［略

］

２

［同
上

］

別
表

別
表

基
準

基
準

１

［略

］

１

［同
上

］

２
運
用
基
準

（電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
を
す
る
関
係
者
の
遵
守
事
項
等

２

［同
上

］

人
的
シ
ス
テ
ム
の
安
全
対
策

）

①
室
の
窓
及
び
出
入
口
の
施
錠

入
退
室
管
理
等
の
適
切
な
防
犯
措
置
を

①
室
の
窓
及
び
出
入
口
の
施
錠

入
退
室
管
理
等
の
適
切
な
防
犯
措
置
を

、
、

講
ず
る
こ
と

。

講
じ
る
こ
と

。

②
④

［略

］

②
④

［同
上

］

～
～

⑤
Ｉ
Ｄ
を
付
与
さ
れ
た
関
係
者
以
外
の
者
が

情
報
シ
ス
テ
ム
の
操
作
を

⑤
Ｉ
Ｄ
を
付
与
さ
れ
た
関
係
者
以
外
の
者
が

情
報
シ
ス
テ
ム
の
操
作
を

、
、

し
な
い
よ
う
周
知
徹
底
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と

。

し
な
い
よ
う
周
知
徹
底
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と

。

⑥
・
⑦

［略

］

⑥
・
⑦

［同
上

］

⑧
情
報
シ
ス
テ
ム
の
保
守

点
検
等
を
行
う
に
当
た
っ
て
は

バ
ッ
ク
ア

⑧
情
報
シ
ス
テ
ム
の
保
守

点
検
等
を
行
う
に
当
た
っ
て
は

バ
ッ
ク
ア

、
、

、
、

ッ
プ
等
当
該
行
為
の
期
間
の
デ

ータ
保
護
措
置
を
講
ず
る
こ
と

。

ッ
プ
等
当
該
行
為
の
期
間
の
デ

ータ
保
護
措
置
を
講
じ
る
こ
と

。

⑨
⑫

［略

］

⑨
⑫

［同
上

］

～
～
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
十
四

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
放
射
性
同
位
元
素

又
は
放
射
線
発
生
装
置
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行

一
項
第
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
線
発
生

規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
放
射
性
同
位
元

装
置
を
定
め
る
告
示

素
又
は
放
射
線
発
生
装
置
を
定
め
る
告
示

（
放
射
性
同
位
元
素
）

（
放
射
性
同
位
元
素
）

第
一
条

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
次
条
に
お

第
一
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
放

行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
一
項
第
十

射
性
同
位
元
素
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

四
号
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

る
も
の
と
す
る
。

、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


